
新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言を受けて中止した講座の代替措置について

-D-ラーニング（遠隔研修）を拡充します-

（参考）中止した講座

新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言を踏まえ、令和２年６月第３週までに予定していた講座
（８本）については、受講者や講師の健康と安全を最優先に考え開催を中止したところです。

その代替措置として、以下の通りＤ－ラーニング（遠隔研修）を拡充します。
① 学習機会を確保するため、また、地方公共団体において在宅勤務が増えており、その間Ｄ－ラーニン
グ（遠隔研修）を視聴したいとの要望に応えるため、４月下旬から、2018年度及び2019年度のコンテ
ン24本を再配信します（配信期間：４月24日（金）～７月10日（金））。

② 中止した講座の内容をフォローするため、2020年度に実施を予定しているＤ－ラーニングについて、
コンテンツを３本追加し、合計15本配信します（配信期間：７月上旬から順次配信予定） 。

講座名 期間

１
消費者教育に携わる講師養成講座 ［基礎コース］
－講座実施のために必要な基礎知識と実践手法とは－

令和２年５月13日（水）～15日（金）

２ 消費生活相談員研修 消費生活相談員基礎講座（基本コース） 令和２年５月18日（月）～22日（金）

３ 消費者行政職員研修 管理職講座 令和２年５月28日（木）～29日（金）

４
消費者教育推進のための研修
【新設】消費者教育に携わる講師養成講座[対象者別コース]
－高齢者及び見守り関係者への講座実施に向けて－

令和２年６月４日（木）～５日（金）

５
消費生活相談員研修 専門・事例講座
【新設】インターネット取引に関する消費者トラブル
－デジタル・プラットフォーマーに関する現状も踏まえて－１回目

令和２年６月８日（月）～10日（水）

６ 消費者行政職員研修 PIO-NETデータ活用セミナー 令和２年６月11日（木）～12日（金）

７
消費生活相談員研修 専門・事例講座（１泊２日コース）
【新設】最近の法改正と消費生活相談－民法、消費者契約法の改正を中心に－１回目

令和２年６月15日（月）～16日（火）

８
消費者教育推進のための研修
【新設】消費者教育に携わる講師養成講座[対象者別コース]
－小学生・中学生を中心とした若年者への講座実施に向けて－

令和２年６月17日（水）～19日（金）

令和２年４月
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